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ト
レ
ン
ド
総
研

が
30
〜
40
代
の
男

性
会
社
員
３
０
０

人
を
対
象
に
行
っ

た
調
査
に
よ
る

と
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
の
３
人
に
１
人

が
、
仕
事
が
原
因

で
気
持
ち
が
沈
み

や
す
く
な
る
゛
仕
事
う
つﾞ

を

自
覚
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
人

ほ
ど
満
足
の
い
く
休
憩
が
取
れ

て
い
な
い
と
い
う
結
果
が
出
た

▼
さ
ら
に
こ
の
調
査
で
は
、

゛
仕
事
う
つﾞ

を
回
避
す
る
ポ

イ
ン
ト
は
、
休
憩
に
あ
り
、

「
時
間
の
長
さ
」
で
は
な
く

「
質
の
高
さ
」
が
重
要
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
調
査
に
関
係
し

た
精
神
科
医
に
よ
る
と
、
仕
事

を
離
れ
て
気
分
を
切
り
替
え
る

こ
と
に
よ
り
、
仕
事
の
能
率
を

高
め
ア
イ
デ
ア
を
湧
き
や
す
く

さ
せ
る
と
の
こ
と
。
休
憩
に
は

重
要
な
役
割
が
あ
っ
た
の
だ
▼

震
災
以
降
、
職
員
の
多
忙
感
は

増
し
て
お
り
、
特
に
沿
岸
地
域

の
職
場
か
ら
は
、
「
心
身
と
も

に
疲
れ
て
い
て
も
休
暇
を
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
か
「
仮

設
住
宅
で
の
生
活
自
体
が
ス
ト

レ
ス
だ
」
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
。
今
の
職
場
実
態
で

は
、
「
質
の
高
い
休
憩
」
を
取

る
こ
と
が
難
し
い
現
実
が
あ
る

▼
健
康
診
断
時
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
チ
ェ
ッ
ク
で
は
、
受
診
者

の
１
割
近
く
が
要
配
慮
者
で
あ

る
。
も
は
や
職
場
や
所
属
長
の

配
慮
だ
け
で
は
解
決
で
き
な

い
。
人
員
配
置
の
適
正
化
や
労

働
環
境
の
整
備
な
ど
、
実
効
性

の
あ
る
対
策
を
望
む
。

　

佐藤人事委員会事務局長に要請内容について説明する小田嶋地公共闘事務局長（写真・左中央）

佐藤事務局長に要請書を手渡す上田地公共闘副議長（写真・左）

　

要
請
行
動
に
は
幹
事
会
メ
ン

バ
ー
９
人
が
参
加
。
上
田
地
公

共
闘
副
議
長
（
高
教
組
委
員
長
）

か
ら
12
項
目
に
わ
た
る
要
請
書

を
佐
藤
人
事
委
員
会
事
務
局
長

に
提
出
し
た
あ
と
小
田
嶋
事
務

局
長
（
県
職
労
書
記
長
）
が
要

請
内
容
の
説
明
を
行
っ
た
。

　

説
明
で
は
、
組
合
員
か
ら
改

善
要
望
が
強
い
「
通
勤
に
関
わ

る
持
ち
出
し
解
消
」
に
つ
い
て

触
れ
、
今
勧
告
で
の
改
善
を
強

く
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
人
事

委
員
会
の
佐
藤
事
務
局
長
は
、

「
現
在
、
民
間
の
給
与
実
態
調

査
デ
ー
タ
の
整
理
・
分
析
に
着

手
し
た
と
こ
ろ
で
、
状
況
に
つ

い
て
話
せ
る
段
階
で
は
な
い
が
、

他
県
の
動
向
等
を
注
視
し
な
が

ら
適
正
な
勧
告
が
で
き
る
よ
う

作
業
を
進
め
る
。
ま
た
、
今
回

の
要
請
に
つ
い
て
は
近
く
行
わ

れ
る
委
員
会
で
も
各
委
員
の
皆

さ
ん
に
報
告
さ
せ
て
い
た
だ

く
」
と
回
答
し
た
。

　

地
公
共
闘
は
、
今
回
の
要
請

書
提
出
に
よ
っ
て
事
実
上
、
秋

の
人
事
委
員
会
勧
告
に
向
け
た

取
り
組
み
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た

こ
と
に
な
る
。

　

昨
年
の
一
時
金
削
減
に
加

え
、
退
職
手
当
の
引
き
下
げ
、

　

８
月
８
日
に
出
さ
れ
た
２
０

１
３
人
事
院
勧
告
は
、
月
例

給
・
一
時
金
と
も
に
２
年
連
続

で
の
「
改
定
な
し
」
と
な
っ

た
。
達
増
知
事
が
「
復
興
加
速

年
」
を
唱
え
、
職
員
負
担
が
一

層
増
加
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
な
か
、
昨
年
の
人
事
委
勧
告

に
よ
る
一
時
金
削
減
に
加
え
、

３
月
に
は
退
職
手
当
の
引
き
下

げ
、
７
月
か
ら
は
給
与
削
減

と
、
私
た
ち
の
生
活
や
勤
務
意

欲
を
支
え
る
賃
金
労
働
条
件
は

切
り
下
げ
が
続
く
厳
し
い
状
況

に
晒
さ
れ
て
い
る
。

　

地
公
共
闘
が
今
回
、
人
事
委

員
長
へ
の
要
請
書
を
提
出
し
た

の
は
、
こ
う
し
た
厳
し
い
状
況

の
打
開
に
向
け
た
取
り
組
み
の

一
つ
で
あ
り
、
２
０
１
３
県
人

勧
の
改
善
勧
告
に
つ
な
げ
て
い

く
た
め
に
も
『
大
型
ハ
ガ
キ
署

名
』
の
取
り
組
み
は
重
要
だ
。

　

周
り
の
管
理
職
員
や
組
合
未

加
入
者
、
非
常
勤
・
臨
時
職
員

の
人
た
ち
に
も
声
を
か
け
な
が

ら
広
範
な
取
り
組
み
に
し
よ

う
。

７
月
か
ら
の
給
与
削
減
と
、
私

た
ち
の
生
活
が
改
悪
さ
れ
続
け

て
お
り
、
県
職
労
は
、
組
合
員

の
生
活
水
準
維
持
の
た
め
、
今

後
の
県
人
勧
・
秋
の
確
定
闘
争

に
全
力
を
あ
げ
る
。

　

県
地
方
公
務
員
共
闘
会
議
（
豊
巻
浩
也
議
長
・
岩
教

組
委
員
長
）
は
、
８
月
21
日
、
県
人
事
委
員
会
に
対
し

「
県
人
勧
に
係
る
要
請
書
」
を
提
出
し
た
。

改
善
勧
告
求
め
要
請
書
を
提
出

通
勤
な
ど
に
関
わ
る『
持
ち
出
し
解
消
』強
く
求
め
る

地公共闘・県人勧へ取り組みスタート

「
大
型
ハ
ガ
キ
署
名
」
を
ヤ
リ
切
ろ
う

周
り
の
職
員
に
も
声
か
け
て
広
範
な
取
り
組
み
に

2013県人事委員会勧告に係る要請書（全12項目）
１　2013 年度の給与改定における公民較差の配分のあり方等については、生
活水準の維持確保や本年７月からの給与削減の現実を十分に踏まえるとと
もに、県職員給与が東日本大震災からの経済復興に与える影響を考慮し、月
例給及び一時金の維持・改善を行うこと。
２　本年７月からの給与削減は、政府による強要及び一方的な地方交付税減
額を背景とした、人勧制度によらない不当な削減であることから、労働基本
権制約の代償機関たる人事委員会として報告等において県当局への指摘等
を行うこと。
３　高齢層の昇給抑制及び現給保障廃止については、労使において慎重な検
討が進められている段階であることから、早期実施を促す不要な干渉を行
わないこと。
４　すべての在職者が定年まで昇給が可能となるよう、号給を延長すること。
特に、最高号給者の解消と教育職員など級構成が簡素な職員への対応を早
急に実施すること。
５　可処分所得が減少する中で、本県における特殊事情や地域・職場の実情
を踏まえつつ、職員の自己負担の解消につながる諸手当の改善勧告を行う
こと。
６　地方公務員の標準的給与の確立に向けた取り組みを行うこと。そのため、
全国人事委員会連合会の体制・機能の強化や人事委員会相互の連携方策等
について、職員組合との意見交換を進めること。
７　東日本大震災からの復興へ全国から多くの応援職員が派遣されているこ
とに鑑み、夏季休暇の増日や、子育て支援としての学校行事にかかる休暇制
度の新設など、休暇制度の改善に努めること。
８　恒常的な超過勤務を縮減することを目的に、改正労働基準法で努力義務
とされた１か月の時間外勤務 45 時間超 60 時間までの超過勤務手当の割増
率を引き上げる勧告を行うこと。また、「不払い残業」の一掃、変則・交替制
勤務職場における労働時間短縮、在庁時間の削減目標の策定など超過勤務
縮減の具体策を示すこと。
９　雇用と年金の確実な接続の形態として「65歳までの段階的定年延長」を見
据えながら、当面の間、希望者全員の再任用制度を早期に確立するとともに、
退職時給与の８割水準を確保すること。
10　非常勤・臨時採用職員の処遇改善、安定雇用に関して、職員組合との交渉・
協議と合意に基づき、人事委員会として積極的な対応を行うこと。
11　メンタルヘルス対策をはじめ、健康管理体制と労働安全衛生体制の拡充
を図るとともに、人事委員会の労働基準監督権限を適正に発揮すること。
12　実効あるセクシュアルハラスメント対策を実施すること。また、パワーハ
ラスメントの防止策としての「定義付け」を含めた対応を早急に措置すること。




